
NO. 素案該当箇所 意見 対応 意見に対する考え方

1
第１部
１　策定の趣旨

被害者の自立とは、逃げて自分の暮らしを
変えることではなく、その方の暮らしを
ベースに安全を図っていくことだと思いま
す。当事者目線で計画の策定をして頂きた
い。

原案どおり

計画の策定にあたっては、あり方検討会
や、民間団体へのヒアリング調査等での
様々なご意見を反映するとともに、法や基
本指針を踏まえて策定しております。

2
第１部
２　計画の性格

（２）の「第５次福岡県男女共同参画計
画」の策定根拠法や県条例を文中で明示す
べき。

原案どおり

ご意見の第５次男女共同参画計画におい
て、策定根拠法や県条例を記載しているこ
とから、素案のとおりとさせていただきま
す。

3
第１部
３　計画の期間

この計画の期間は、令和６（2024）年度か
ら令和７（2025）年度までの２年間ととさ
れているが、計画期間としては短いと考え
る。

修正

計画の期間に、「『第５次福岡県男女共同
参画計画』及び『第４次配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護等に関する基本計
画』の計画期間（令和３（2021）年度から
令和７（2025）年度）の終期に合わせてい
ます。」と追記しました。

4
第１部
基本的考え方

第1部基本的考え方の3の後に、4，計画の目
標を挿入し「困難な問題を抱える女性の人
権が尊重され、女性が安心して、かつ、自
立して暮らせる社会の実現」を明記するべ
き。

修正

ご指摘を踏まえ、２計画の性格（２）に男
女共同参画計画の目指す姿「性別にかかわ
らず人権が互いに尊重され、誰もが安心し
て暮らすことができる社会」を追記しまし
た。

5
枠囲みで記載されている「困難を抱える女
性」の記載を、きちんと項目をおこして、
丁寧に定義を記載するべき。

6
「年齢、障害の有無、国籍等を問わず、ま
た性自認が女性のトランスジェンダーの人
も含む」を挿入するべき。

7

「性的な被害」、の前に「ジェンダーに基
づく暴力・ハラスメント、構造的格差」が
入るべき。家庭の状況、と共に、「経済
的、精神的状況」、が入るべき。
「女性」加え「女児」が入るべき。

8

この法律に書かれている「困難な問題を抱
える女性」に、部落女性をはじめマイノリ
ティ女性を含むよう明記していただきた
い。

「福岡県困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画（素案）」に対する意見募集の結果について

　「福岡県困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画（素案）」について、令和６年１月１０日から同年１月２４日ま
でご意見を募集したところ、計１０４件のご意見をいただきました。
　ご意見については、適宜要約等の上、取りまとめており、パブリックコメントの対象となる案件についてのご意見に対する考
え方のみを公表させておりますので、ご了承ください。

第１部
「困難を抱える女性と
は」

修正

ご意見を踏まえ、「４　支援の対象者」の
項目を加え、以下のとおり追記しました。
「生活困窮、性暴力・性犯罪被害、予期せ
ぬ妊娠、ＤＶや虐待、孤立・孤独など、日
常生活や社会生活を円滑に営む上で、困難
な問題を抱える女性であれば、年齢、障が
いの有無、国籍等を問わず、性的少数者を
含め、法による支援の対象者となります。
　現に問題を抱えている方のみならず、適
切な支援を行わなければ将来的に問題を抱
える状況になる可能性がある方も支援対象
者とします。
　なお、支援に当たっては、困難な問題を
抱える女性には、自身の国籍や出自、疾病
や障がい、過去の経験に起因する、様々な
複合的な差別や社会的排除に直面し、抱え
ている問題自体が複合化・複雑化している
ことが多いことにも留意しなければなりま
せん。」
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NO. 素案該当箇所 意見 対応 意見に対する考え方

9
第１部
５課題

女性相談所の来所件数・婦人相談員の受け
た相談件数・配偶者暴力相談支援センター
の受けたDV相談件数の減少について。
行政に相談することへのハードルの高さも
一因だが、過去に相談した際に「対応が良
くなった」「嫌な思いをした」「たらい回
しされた」など相談機関の対応方法につい
ての自己検証も必要ではないか。一度きり
の電話相談で問題が解決するケースは少数
だと思われ、継続して相談に応じてもらえ
る信頼感や「困った時にはまた相談してみ
よう」と思ってもらえるような相談者目線
の機関として機能しているのか。

原案どおり

相談者本人の意思を尊重しながら最適な支
援を提供できるよう、女性相談支援員など
支援に携わる職員の相談技術や資質の向上
を目的とした研修を実施してまいります。
また、民間団体との協働によるアウトリー
チ型支援などにより支援対象者の早期把握
等に取り組んでまいります。

10

第１部
５課題
(３）民間団体等、関
係機関の連携による支
援

このページだけでなく他のページにも、民
間機関との連携や活用についての記載が多
くある。その連携には、「対等な関係性の
もと」という理念的な文言を入れてほし
い。

修正

ご意見を踏まえ、「対等な立場で協働・連
携し」を追記しました。
また、「７　施策体系」において「本人の
意思を尊重しながら、一人ひとりが置かれ
ている状況に応じた柔軟できめ細やかな支
援を民間団体や関係機関等と協働・連携し
て行うことで、女性が自立して暮らすこと
ができる社会の実現に向けて」と記載を修
正しています。

11

「民間シェルターや社会福祉施設の活用も
検討が求められている」とされているが、
計画に反映されていないようである。
安全を配慮しつつ、外出の自由や仕事や学
校の継続を尊重する民間シェルターへのつ
なぎ、連携、運営資金の補助が求められ
る。

原案どおり

民間シェルターや社会福祉施設の活用につ
いては、第２部柱２（１）ア　一時保護体
制の充実の具体的施策「一時保護委託先の
拡充・連携」の内容に記載しております。
民間団体への支援のあり方については、今
後の参考とさせていただきます。

12

３行目「・・・挙げられています。」以後
を「一時保護中の生活については、本人の
意向を尊重し、安全確保のために必要な場
合は、それぞれの状況に応じて話し合って
確認する。」とする。
また、「民間シェルターや社会福祉施設の
活用を検討する」を削除する。

原案どおり
支援対象者一人ひとりの状況に応じ、民間
団体への一時保護委託を含めた一時保護を
行うために記載しています。

13
第１部
６施策体系

柱１施策の方向(２） 外国人、障がいのあ
る人、高齢者に配慮した対応の具体的施策
が空欄になっているので、具体的施策を明
記してほしい。

修正

ご指摘を踏まえて、「ア　関係職員研修の
充実、イ　関係窓口への同行支援の実施、
ウ　外国人からの相談への対応、エ　障が
いのある人、高齢者からの相談対応」と追
記しました。

14
第１部
５課題及び６施策体系

あり方検討会で出された意見、課題につい
ても多くの指摘がされており、今後の取組
に進んでほしい課題だと思うが、大まかす
ぎる。
現実性がどこまで取り組めるのかが不安。

原案どおり
ご意見を踏まえ、困難な問題を抱える女性
への支援をしっかり進めてまいります。

第１部
５課題
（４）状況に応じた一
時保護

2



NO. 素案該当箇所 意見 対応 意見に対する考え方

15

相談支援について、部落問題をはじめマイ
ノリティ女性が抱える差別や複合差別に対
する正しい知識を得るため、相談に係わる
担当者への人権研修をおこなっていただき
たい。

原案どおり

困難な問題を抱える女性には、様々な複合
的な差別や社会的排除に直面し、抱えてい
る問題自体が複合化・複雑化していること
が多いことから、相談に携わる方に対し、
人権研修を行います。

16
相談支援について、被差別当事者による相
談・支援ができるよう、その育成に取り組
んでいただきたい。

原案どおり

困難な問題を抱える女性には、様々な複合
的な差別や社会的排除に直面し、抱えてい
る問題自体が複合化・複雑化していること
が多いことから、人権研修を行います。ま
た、人権の尊重や擁護といった法の基本理
念のもと、関係機関とも連携し、適切な相
談支援を行います。

17

支援対象者に、「生きづらさを抱えた中高
年シングル女性」を入れて、まずは実態調
査をしてほしい。

修正

第１部　４　支援の対象者の項目を加え
「困難な問題を抱える女性であれば、年
齢、障がいの有無、国籍等を問わず、（中
略）、法による支援の対象者となりま
す。」と記載しました。

18

民間団体へ相談業務委託は、「安上がりに
丸投げ」するのではなく、対等なパート
ナーとして意見を聞きながら協働し、正当
な対価を支払うことは大前提。

原案どおり
民間団体との協働においては、官民とも
に、お互いの意見や立場を尊重しながら、
対等に進めていくものと考えております。

19

　相談者の立場に立った相談体制や関係機
関との緊密な連携体制の構築のため、相談
機関相互の情報共有が必要である。相談機
関等を一覧表にし配布していただきたい。
　支援に携わる方の相談・援助技術の向上
が必須であるため、相談経験年数に対応し
た研修を年に複数回開催してもらいたい。

原案どおり

支援機関等の連携や支援者の資質向上は、
大変重要であり、女性相談支援員、市町
村、民間団体の職員などを対象とした研修
を引き続き実施してまいります。

20

女性相談員支援センター等の充実、相談・
援助技術の向上、専門性の向上どれも切実
だと思う。
女性相談支援員の増員や処遇改善も明記し
てほしい。

原案どおり

国に、研修受講や経験年数により月額手当
が加算される処遇改善の事業があるので、
女性相談支援員未設置市町村も含め周知
し、活用を促してまいります。

21

女性相談支援センター等の充実に関して、
女性相談支援員の増加や専門的知識を有す
る職員の配置が必要であり、人員の配置と
その体制を具体的に明記してください。

原案どおり

計画の性格上、人員の配置や体制を具体的
に明記することは困難ですが、令和６年度
から「女性サポートホットライン」を新設
し、知識や経験を有する相談員を配置する
予定です。
また、サポートホットラインでは、女性相
談支援員に対しても困難な事例への助言な
どを行う予定です。

第２部
柱１　支援対象者の早
期把握と、安心して相
談できる体制の充実

第２部
柱１（１）支援対象者
の状況に応じた相談体
制の充実
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NO. 素案該当箇所 意見 対応 意見に対する考え方

22

支援体制の充実を図るためにも、中核とな
る「女性相談支援センター」「女性相談支
援員」「女性自立支援施設」の役割につい
て明記した方がいいと思う。さらに、関係
機関となる「市町村」「警察」「民間機
関」の役割についても同様。

原案どおり

この県基本計画は、法や国の基本方針を踏
まえており、それぞれの役割については、
国の基本方針等に準拠しています。また、
市町村や民間団体については、柱４
（１）、（２）において記載をしていま
す。

23

相談窓口をもっと利用しやすいものにする
ように体制を整えてください。現時点でDV
は高齢者・児童虐待と異なり、第三者によ
る通報が義務ではなく努力義務になってい
るが、自治体が率先して通報を促して早期
発見に取り組むようにしてほしい。

原案どおり

本計画において、関係職員の研修の充実な
ど行い支援に携わる方の相談・援助技術の
向上に努めるとともに、相談窓口等の周知
に努めてまいります。

24
第２部
柱１(１)ア　女性相談
支援センター等の充実

女性相談支援センターを県内４地域それぞ
れに置いてほしい。

原案どおり

困難な問題を抱える女性の方に対する相談
対応は、女性相談支援センターだけでな
く、県や市が配置する女性相談支援員も
行っております。

25

女性相談支援員の資質向上のための研修に
ついては、ジェンダーの視点への理解が不
可欠であり、その上に実践的なソーシャル
ワーク技法が学べる内容の研修を実施する
ことを明記する。

原案どおり
女性相談支援員向け研修を企画する上で参
考にさせていただきます。

26

女性相談支援員の任用直後の基礎的な知識
とスキルを学ぶ研修が考えられていないよ
うに感じる。任用直後の研修の実施を明記
する必要がある。

原案どおり
女性相談支援センターにおける女性相談支
援員新任者研修の内容の充実に努めてまい
ります。

27

障がいのある方の就労支援において、近年
女性の利用希望者がとくに目立って増加し
ています。施策の方向性に含めて頂けてい
る事を知り、安堵しました。
ヒアリング調査で「知的障がいや発達障が
いを抱えている人が多い」との意見記載に
も同意です。

原案どおり ご意見ありがとうございます。

28
高齢者、障がいのある人が相談できる場所
があることを、当事者が知る機会と、アク
セスの仕方に工夫が必要と思う。

原案どおり
相談窓口の周知や、関係職員の研修充実に
努めてまいります。

29
自らは相談ができなかったり、相談するた
めの手段が限られ、制限されている潜在的
な被害者へのアプローチを行う。

原案どおり

自ら相談ができない方に対しては、柱１
（３）の「アウトリーチ、居場所の提供等
における支援対象者の早期把握」に努めて
まいります。

30
「外国人、障がいのある人、高齢者等相談
者の状況に配慮した対応」を「・・・の困
難な状況への理解と支援」とすべき。

原案どおり
事情をふまえて、気遣いのこもった取り計
らいをするという意味で「配慮」という言
葉を使っております。

第２部
柱１（１）支援対象者
の状況に応じた相談体
制の充実

第２部
柱１（１）イ 女性相
談支援員・女性支援に
関わる職員の専門性の
向上及び心理的なケア
の充実

第２部
柱１（２）外国人、障
がいのある人、高齢者
に配慮した対応
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NO. 素案該当箇所 意見 対応 意見に対する考え方

31
国の法律・指針を全庁の職員に周知するた
めの研修を実施する。

原案どおり
支援に従事する職員等に対する研修におい
て、女性支援新法や国の基本指針などの内
容について取り扱ってまいります。

32
相談者が動きやすく、支援が速やかに受け
られるよう、運営の改善と受付窓口のワン
ストップ化を進める。

原案どおり

支援機関等の連携や支援者の資質向上は、
大変重要であり、女性相談支援員、市町
村、民間団体の職員などを対象とした研修
を引き続き実施します。

33

相談窓口の周知の方法に工夫が必要と思う
ので、民生委員・児童委員、保育所・ス
クールカウンセラーなどにも研修やリーフ
レット配布などで知らせていただきたい。

原案どおり
相談窓口の周知や、関係職員の研修実施の
際の参考とさせていただきます。

34

「支援が必要な女性同士」或いは「支援が
必要な女性と困難を乗り越えた女性」とい
う交流も重要と考えます。困難を乗り越え
ようと頑張っているのは自分だけではない
という大きな安心感や、実際に困難な状況
から脱却した女性の実体験はよりリアルで
自分事化できると思う。

原案どおり
今後の施策を検討する際の参考とさせてい
ただきます。

35

「エ　民間団体との協働による年齢や国
籍、障がいの有無、セクシュアルマイノリ
ティを問わず、多様な女性たちが安心して
立ち寄れるオープンな居場所の支援を実施
する。」を付け加える。

原案どおり
今後の施策を検討する際の参考とさせてい
ただきます。

36

第２部
柱１（３）ウ 民間団
体との協働による若年
者への支援

自治体と民間団体が「協働」する場合、自
治体が民間団体の活動を支援するやり方と
なると思われる。民間団体ならではの活動
を支援するために、行政の具体的な金の出
し方と、活動内容に対する口を出さないや
り方を具体的に示してほしい。
民間団体の活動の方向性と委託する業務の
内容をあらかじめ協議し、活動の詳細につ
いて過度に介入、制限することを避け、民
間団体に事業の裁量を持たせた上で、当該
事業を予算的にしっかり支援する、と明示
すべきと考える。

原案どおり

民間団体との協働については、行政と民間
が対等な関係で実施するものと理解してお
ります。
委託業務については、提案公募（プロポー
ザル）による方式があり、提案に基づき仕
様書について、採択者と協議を行っていま
す。
公金を投入された事業においては、委託事
業者にも適切な執行が求められます。

37
第２部
柱２　一時保護体制の
充実

民間シェルターのほとんどは、自治体と協
働できていない民間ボランティアである。
一時保護体制を充実させるために、民間団
体の把握と具体的な支援、さらには公的な
シェルターの設置が必要。
関連して、県営住宅や市町村公営住宅への
入居の優遇が示されているが、緊急を要す
る住まいの確保こそ大切であり、民間シェ
ルターを含めた施設が必要。

原案どおり
県は、女性相談支援センターによる一時保
護の実施のほか、民間シェルターなどに対
し、一時保護を委託しています。

38

女性相談所の一時保護は、携帯電話使用不
可、外出制限など、時代にそぐわない。ま
た、個人の自由や自立を損なうようなルー
ルを見直す必要性がある。

原案どおり

ご指摘の一時保護のあり方については、あ
り方検討会においても議論があり、今後も
議論されるべき重要な課題と考えておりま
す。
追跡リスクのある一時保護者の安全・安心
を図る必要もあることから、本計画では一
人一人の状況に応じた一時保護、支援体制
の充実に努めることとしております。

39

「・・・通訳の派遣を行います。」の文章
に続けて、「また、在留資格の有無に関わ
らず、出入国在留管理局とも連携し、適切
な被害者支援を提供します。」を付け加え
てください。

原案どおり

女性支援新法が定義する状況に当てはまる
女性であれば、在留資格の有無に関わらず
支援対象者となります。しかしながら、在
留資格の無い方すべてが対象者となるとま
では言えないと考えております。

第２部
柱１（３） アウト
リーチ、居場所の提供
等による支援対象者の
早期把握

第２部
柱２（１）一時保護の
充実及び一時保護保護
者の状況に応じた支援

第２部
柱１（２）外国人、障
がいのある人、高齢者
に配慮した対応
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NO. 素案該当箇所 意見 対応 意見に対する考え方

40
第２部
柱２（１）ウ 警察に
よる 被害の防止

つきまといの行為者への検挙・警告等の措
置の実施についてはもう一歩踏み込んで
「接近禁止命令を発令すると同時に一定の
期間（例えば半年間以上）の教育プログラ
ムを義務付ける措置を検討する。」として
ほしい。

原案どおり
教育プログラム受講の義務化は、国による
法整備が必要とされます。

41

同伴児童もDV被害当事者との認識を持ち、
DVがある家庭で育たざるを得なかったた
め、奪われてしまった子どもとして育つ権
利を回復するための施策をおこなう必要が
ある。

原案どおり
児童相談所等と連携し、一人ひとりの状況
に応じた支援を行うとともに、子どもの心
理的なケアについても適切に対応します。

42
同伴児童への対応は、子どもの権利条約の
趣旨に沿って行う

原案どおり
ご意見を踏まえ、同伴児童に対する適切な
支援を実施してまいります。

43
ここに「一時保護中の学習支援の提供」を
付け加えてほしいです。

原案どおり
支援対象者の一人ひとりの状況に応じた保
護、支援体制の充実に努めてまいります。

44
女性の場合、非正規労働での仕事が多く、
安心して一人で自立生活ができる安心な仕
事に就きにくい実態の解決も大きな課題。

原案どおり

45
経済的自立のための就業支援は、フォロー
アップを含めて継続的に支援する必要があ
る

原案どおり

46

自立のための支援の項目として挙げられて
いる「 就業支援・福祉・民間団体」という
ポイントは、女性支援の視点にのみ掛かる
ものではなく、障がい者支援という視点も
含まれている文脈と理解しましたが、より
明確に文言化されると民間連携や障がいの
ある女性支援がもっと具体的に加速される
のではないかと感じた。
障がい者福祉に於ける就労移行支援と定着
支援の活用もぜひ含めて頂きたい。

原案どおり

47
支援を進める上で、十分な連携が求められ
る機関を列挙してほしい。

原案どおり
巻末に掲載している国の基本方針におい
て、関係機関が例示されており、これらの
機関と連携してまいります。

48

支援対象者から苦情申し立てがあった場合
の対応、適切で迅速な解決の仕組みについ
て体制を整えておくことを、基本計画に反
映させてほしい。

原案どおり
苦情の申し出を受けた場合、県の関係部署
で適切かつ迅速な対応を行うこととなって
おります。

第２部
柱２(２)同伴児童等へ
の支援

第２部
柱３(２)自立のための
支援

第２部
柱４　多様な主体との
連携による支援の推進

支援対象者の状況に応じた支援に努めま
す。
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NO. 素案該当箇所 意見 対応 意見に対する考え方

49
民間団体の真の活用と対等を前提に協働体
制を丁寧に築いてほしい。

原案どおり

本計画において、「民間団体が（中略）重
要な役割を担っています。」と記載してお
り、こうした民間団体との協働による支援
を進めていくことが重要と考えておりま
す。

50

「民間団体との連携」においては、具体的
施策として「ネットワークの構築等」だけ
ではなく、支援に関わる民間団体の育成や
運営維持に必要な経済支援ができるような
仕組み作りを行っていくことも明記するこ
とが望ましい。

原案どおり

51
民間支援団体との連携については詳しく触
れられているが、民間団体への支援につい
ての項目を立ててください。

原案どおり

52
民間団体との連携は、パートナーシップに
基づき対等な関係で進めること。予算、人
材育成含めた支援を行うこと。

原案どおり
ご意見のとおり、民間団体との協働による
支援は、対等な関係のもとで行うものであ
ると考えております。

53
また、ジェンダー平等の視点を持った研修
を充実させてください。

原案どおり
研修を実施する上での参考とさせていただ
きます。

54

労働・福祉・DV、性被害などの相談内容を
把握し、ワンストップ型の支援ができるよ
うに、自治体職員の意識改革と体制の充実
を図ってください。

原案どおり
困難な問題を抱える女性の意思を尊重した
相談支援ができるよう、支援に関わる者へ
の研修等を行ってまいります。

55

身近な自治体で支援につながるよう、基本
計画の策定や女性相談支援員の設置を県内
自治体で進めてほしい。そのための研修や
支援を望む。

原案どおり

市町村に対しては、計画策定や女性相談支
援員の設置を促すとともに、新法で求めら
れる役割や国の補助制度などを説明してい
るところです。
今後、市町村基本計画の策定が円滑に進む
よう、県計画の説明会の開催や、相談対応
を行う市町村職員を対象とする研修を行う
ことを予定しています。

56 全部の自治体に相談員を置いてください。 原案どおり

女性相談支援員の配置は、市町村の努力義
務となっております。女性相談支援員の設
置が進むよう、市町村に働きかけてまいり
ます。

57

今回の基本計画については、啓発の段階で
はなく具体的支援ができるための人員の配
置が必要と考える。努力義務ではなくて明
確にしていただきたい。

原案どおり

女性支援新法は、市町村の努力義務とし
て、女性相談支援員の設置などを規定して
います。
県は、市町村に対し、関連する情報の積極
的な提供、助言などの支援を行ってまいり
ます。

第２部
柱４（１）民間団体と
の連携

第２部
柱４（２）市町村との
連携

民間団体への実態調査等でも様々なご意見
がありました。それらを踏まえ、第１部
６　課題（３）「民間団体等、関係機関の
協働・連携による支援」に整理しておりま
す。
民間団体それぞれの強みを活かして連携で
きるようネットワークの構築を図り、様々
な情報提供や研修の機会を提供してまいり
ます。
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NO. 素案該当箇所 意見 対応 意見に対する考え方

58

民間支援団体連携ネットワークに参加する
にはどうしたらよいか。ＨＰや啓発パンフ
などで団体の活動内容や得意分野が分かる
ようにしてほしい。

原案どおり
民間支援団体ネットワークの運営の参考と
させていただきます。

59

支援調整会議には、機関の代表的立場の方
による会議、実務担当者会議、個別ケース
検討会議の３つが考えられますが、それぞ
れの会議の役割、性格的なものを明記した
方がいい。

原案どおり
ご意見を踏まえ、支援調整会議のあり方を
今後も検討してまいりたいと考えておりま
す。

60
第２部
柱４（２）及び（４）

「支援に従事する職員等の資質向上のため
の各種研修を行います。」の前に、福祉、
教育等各部課、および市町村の各部課など
を記載してほしい。

原案どおり
ご指摘のように、多くの部門にわたるた
め、限定的な例示を行っておりません。

61
第２部
柱５　教育・啓発の推
進

セクハラに始まる性被害、DVは女性を支配
し、虐待や性暴力をふるってもいいという
意識が強く残っており、加害者には寛容な
社会であることが困難な状況です。この視
点での更なる教育や地域への啓発を自治体
へ具体的に示す施策が大切ではないでしょ
うか。

原案どおり 貴重なご意見として承ります。

62
第２部
柱５（１）人権教育・
啓発の推進

「困難な問題を抱える女性への支援に関す
る法律」の基本理念に、『人権の擁護』と
ありますが、1か所にかろうじて出てくるだ
けで、他には書かれていないようです。法
律の基本理念が、県の基本計画に出て来な
いので、該当するところに挿入してくださ
い。

修正

法の理念については、第１部　１　「策定
の趣旨」に記載しておりますが、ご意見を
踏まえ、「人権の尊重」を「人権の尊重や
擁護」と修正をしました。

63

「様々な機会を活用し、広く県民に対し
て、女性に対する暴力根絶及び性暴力被害
防止に向けた教育、研修や啓発を行う」こ
とは重要だが、同時に女性のレジリエンス
（＝心の回復力を指す概念で、ストレスフ
ルな状況や逆境に直面した際に立ち直ろう
とする適応的な力）の底上げを図る教育・
研修活動の実施も強く勧める。

原案どおり
事業を検討する上での参考とさせていただ
きます。

64
学校教育の中で、人権・ジェンダー平等の
視点での包括的性教育を発達段階に応じて
実施してほしい。

原案どおり 貴重なご意見として承ります。

65

第２部
柱５（２）ア　相談窓
口や支援制度について
の周知等

「相談窓口や支援制度についての周知等」
とあるが具体的ではない。

原案どおり
リーフレットやインターネットなど、様々
な媒体を効果的に活用して周知に努めま
す。

第２部
柱４（３）支援調整会
議の開催

第２部
柱５（２）様々な機会
を活用した幅広い教
育・啓発の推進
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NO. 素案該当箇所 意見 対応 意見に対する考え方

66
第３部
１　県の推進体制

素案に記載されている内容は、県の総合的
な基本計画の推進にあたります。それだけ
で推進できるものではなく、市町村や民間
団体との連携による推進もあるため、それ
ぞれについて項目をたてて明確に記載して
ください。

原案どおり

ご意見の、市町村や民間団体との連携につ
いては、柱４「多様な主体との連携による
支援の推進」において、連携に取り組むこ
ととしております。

67
成果指標に沿って、市町村基本計画を市町
村が策定できるように、県のバックアップ
を希望する。

原案どおり
国の支援制度をはじめ、必要な情報提供な
どを行い、市町村における基本計画の策定
を促していきます。

68

基本計画は柱が5つありますが、成果指標が
2つでは、2年間の成果がどれだけあるの
か、わかりづらいと考える。
5つの柱の具体的施策に合わせた指標を明示
してください。

原案どおり

本計画は、上位計画である第5次男女共同
参画計画及び第４次ＤＶ防止計画の終期に
合わせて２年間の計画にしております。こ
のため、成果指標については、他の計画と
の重複を避けるととともに、数値が設定で
き、かつ、毎年計測できるものに絞って設
定しております。

69

国の「困難な問題を抱える女性への支援の
ための施策に関する基本的に方針」の中
で、４か所で触れられている「困難な問題
に直面している女性の人権の擁護・福祉の
増進や自立支援等の視点」を福岡県の基本
計画に反映させてほしい。

原案どおり

第１部　１　「策定の趣旨」において、女
性支援新法の目的や理念、国の基本方針に
ついて記載しており、この計画は、法や基
本方針を踏まえて、策定しております。
「困難な問題を抱える女性の福祉増進、人
権の尊重や擁護、男女平等の実現の理念の
もと、女性が安心かつ自立して暮らせる社
会の実現に寄与することを目的として」女
性支援新法が成立し、この法や基本指針を
踏まえ、施策を実施するために、計画を策
定する旨を記載しております。

70
生理用品はトイレットペーパーと同じよう
に、小学校中学校、高校の校内のトイレに
生理用品を無償で設置すること。

原案どおり 貴重なご意見として承ります。

その他

※ご意見の総数は、104件ですが、要旨が同じ意見をまとめているため、70件になっています。

第３部
２　成果指標
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